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図表 I-25  国・自治体の企業立地促進策一覧 ① 

実施主体 税制優遇 補助金・助成金 金融支援 規制緩和

経済産業省

■設備投資促進税制
　特別償却の適用（機械等15％、建物
等８％）

■基本計画の策定、企業誘致、人材育成活動への助成：補助率
2/3～10/10
■貸工場等の供用施設の整備費への助成：補助率1/2
■（対自治体）自治体による立地企業に対する地方税減免額への
普通交付税：３年間、減免額の75％を補填
■（対自治体）立地企業支援のための経費に対する特別交付税措
置：指定業種からの固定資産税の増収分５％について、特別交付
税を交付

■超低利融資制度
■小規模立地等に係る設備資金貸付：貸付限度2/3
■特定業種への債務保証

■工場立地法の特例
　緑地面積率の引下げ

大阪府

■産業集積促進税制
産業集積促進地域において、土地や家
屋の取得に係る不動産取得税の1/2を
軽減（上限額２億円）

■先端産業補助金
　（補助率5～20％ ※賃料補助は50％）
　補助対象地域において、先端的な事業と認める工場又は研究開
発施設 の新設を行う企業に、1地域あたり 大150億円を補助
■府内投資促進補助金
　（補助率5～10％）
　【再投資に対するもの】
　補助対象地域において、工場又は研究開発施設の新築・増改築
を行う 企業に 大5千万円を補助
　【先端産業の研究開発施設に対するもの】
　補助対象地域において、先端的な事業と認める研究開発施設の
新築・増改築を行う企業に 大5,000万円を補助
■大阪外国企業誘致センター（O-BIC）
　外資系企業に対し、進出に係る経費の1/2（限度額50万円）まで
支援

■産業立地促進融資
　産業拠点において、立地を行おうとする企業者（企
業規模は問わない）で 知事の認定を受けた方を対象
に 大10億円を融資
■チャレンジ資金（産業立地資金）
　府内の指定された地域で、立地を行おうとする中小
企業者で 知事の認定を受けた方を対象に 大２億
円を融資

■港湾民間拠点整備事業
　臨海地区内に整備される物流施設等を対象に民間
都市開発推進機構が出資による支援
■民間都市開発推進機構の参加・融通業務
　○参加業務
　民間事業者が実施する公共施設等の整備を対象
に民間都市機構が共同事業者として参加することに
より、国の資金を活用し長期・固定・低利の資金を利
用できる制度
　限度額：「総事業費の50％」又は「公共施設等整備
費」の少ない額
　○融通業務
　民間都市整備事業の工事費等を対象に、20年間固
定金利の低利資金が利用できる制度

国土交通省
（近畿地方整備局）

〔港湾関係〕

■流通システム効率化物流施設の整備
促進税制
　港湾運送事業者及び事業協同組合等
が新設又は増設した流通機能の高度化
に寄与する上屋を対象に、５年間課税
標準を5/6に軽減（固定資産税・都市計
画税）

■産業関連の補助事業
　企業合理化促進法に基づく産業関連施設（防波堤等）の整備に
補助；1/2
■港湾機能高度化施設整備事業（その他施設費）
　民間事業者の能力を活用して港湾施設機能の高度化に必要な
施設整備を目的とし、地方公共団体が出資等する法人又は港湾
管理者の認定を受けた者を対象とし、
　①コンテナ物流円滑化支援施設、24時間フルオープン施設、貨
物積替円滑化支援施設、循環施設取扱支援施設に1/3以内の補
助
　②保安・安全向上施設に1/2以内の補助

「企業立地促進法」で対応

 
(資料)「大阪湾岸地域の活性化に関する提言（平成 20 年 12 月）」（大阪商工会議所､堺商工会議所､尼崎商工会議所､神戸商工会議所､姫路商工会議所）､県 HP より作成 



  －  － 22

図表 I-26  国・自治体の企業立地促進策一覧 ② 

実施主体 税制優遇 補助金・助成金 金融支援 規制緩和

和歌山県

■企業立地促進法に関係する支援措
置（一定要件あり）
　機械・装置の特別償却15％
　建物・附属設備の特別償却８％
　不動産取得税課税免除

固定資産税課税免除

■工場、物流施設の新規立地における奨励金
　雇用奨励金（限度額あり）
　立地奨励金（限度額あり）
■試験研究施設、オフィス施設の新規立地における奨励金
　雇用奨励金、立地奨励金、通信補助金、オフィス賃借補助金等

■企業立地促進貸付金制度
　限度：2億円
　金利：貸付実行日の長期プライムレート×3/4（％）
　期間：10年以内（うち据置2年以内）

■大阪市都市再生重点産業立地促進助成制度
  ①基本型:重点産業分野の事業所（延床1000㎡以上）の新増設
（建物・設備投資額の5％以内、上限3億円）
　②大型特例：産業集積促進地域に進出する大規模先端事業所
の新増設（建物・設備投資額の5％以内、上限30億円）
　③本社特例：先端産業分野の本社（延床2000㎡以上、雇用者
200人以上）の新増設（建物賃借料の1／3以内、上限3,000万円／
年（ 大2年間））
　④大学特例：都市再生緊急整備地域に進出する大学等（建物賃
借料の1／2以内、上限1,350万円／年（ 大2年間））

■都市再生緊急整備地区
での都市再生特別地区の
活用
（容積率の緩和等）

■大阪市都市型重点産業等進出助成制度
　重点産業分野の企業等に対する建物賃借料の助成（建物賃借
料の3ヵ月分、床面積50㎡以上は上限300万円、床面積３００㎡以
上は上限1,000万円）

■咲洲コスモスクエア地区立地促進助成制度
　特定産業分野の事業所の用途での、市有地（3000㎡以上）の取
得費に対するもの

■工場立地法地域準則条
例による環境施設面積率
（緑地面積率）の緩和
　工業専用・工業地域は
10％軽減、準工業地域は
５％軽減

■堺市企業立地促進資金融資
　利率：1.8％
　限度額：上限１億円

大阪市

兵庫県

■不動産取得税の不均一課税
　県内指定地区への進出企業を対象
に、土地、建物等に関する不動産取得
税の1/2軽減

■雇用基準
　新規地元雇用者11人以上等を要件とし、新規地元雇用に対する
補助30万円/人　上限３億円
■設備基準
　先端技術型事業に係る設備投資額が50億円以上（促進地域は
10億円以上）を要件とし、設備投資額の３％以内、上限なし　など
■研究開発型企業向けオフィス賃料補助
　補助率：1/2以内（限度額：1,500円/㎡、200万円/年）　３年間

■企業立地促進法による
工場立地法上の緑地率の
緩和
20％→10％（高砂市）

■拠点地区進出貸付
　利率：年1.35％
　限度額：２５億円
　期間：１５年以内　(据置２年以内)

堺市

■企業立地促進条例
　投資額600億円以上で固定資産税等
10年間4/5軽減(従業員要件あり）
　投資額300億円以上で固定資産税等
10年間2/3軽減(従業員要件あり）
　（通常投資額10億円以上で5年間1/2
軽減）

神戸市

■固定資産税・都市計画税：３年間1/2
を軽減
■事業所税：資産割額3年間1/2を軽減
（一定要件あり）

■産業クラスター形成促進賃料補助（医療・健康・福祉）
　賃料の1/2（限度額 1,500円/㎡、200万円/年）　３年間
■外国・外資系企業オフィス賃料補助
　賃料の1/4（限度額750円/㎡、100万円/年）　３年間

■神戸市産業立地促進資金融資
　対象：中小企業・協同組合等
　限度額：設備資金　15億円
　利率：固定1.75％　期間： 長20年

 
(資料)「大阪湾岸地域の活性化に関する提言（平成 20 年 12 月）」（大阪商工会議所､堺商工会議所､尼崎商工会議所､神戸商工会議所､姫路商工会議所）､県 HP より作成 
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（参考：企業立地促進法に係る地方交付税制度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：企業立地促進法の緑地等の面積規制緩和等の措置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計３００億円程度／年

（「頑張る地方応援プログラム」３，０００億円程度／年の「約１割」）

（注）上記は単年度の措置規模であり、「頑張る地方応援プログラム」が継続する間、要件を
満たす案件について、毎年、 大、同規模の措置が適用される。

１．特別交付税措置 ２．普通交付税措置（減収補てん）

制度
企業立地によって増収となる固定資
産税増分の５％を特別交付税として交
付

自治体に自己負担なし

＜対象業種＞

製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、
運輸業、卸売業、自然科学研究所

一案件に
係る適用
期間

３年度間

企業立地について、自治体が固定資産税
等を減免した場合に、その３／４を普通交
付税で補てん

自治体は、減免額の１／４を自己負担

＜対象業種＞

製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、
運輸業、卸売業、自然科学研究所

自治体の減免期間（ 大３年度間）

措置規模
試算

１００億円程度／年 ２００億円程度／年

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

連携効果

（１）制度の枠組み（１）制度の枠組み

国の同意基本計画がある地域においては、市町村が条例で、重点区域内

の緑地面積率を以下の範囲内で設定することが可能。

（２）設定可能とする区域と面積率（２）設定可能とする区域と面積率

企業立地促進法の緑地等の面積規制緩和等の措置企業立地促進法の緑地等の面積規制緩和等の措置

甲種区域 乙種区域 丙種区域

環境施設 20%～25% 15%～25% 1%～15%

　うち緑地 15%～20% 10%～20% 1%～10%

第２種区域に相当す
る区域

第３種区域に相当す
る区域

乙種区域の内、一般
住民の日常的な生活
の用に供する建築物
がない区域

（３）（３）同法に基づく市町村条例制定数

全国：約１００件 管内： ４件
近畿では福井県（越前市、あわら市、鯖江市） 兵庫県（高砂市）
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６. 大阪湾ベイエリアの大規模立地が近畿地域へもたらす経済波及効果 
 

様々な大型プロジェクトが進行している大阪・関西において、経済への波及効

果が大きいと思われるものについて尋ねたアンケート調査結果によると、「大阪

湾岸地域における工場の新設」が７割を超え最も高くなっている。また、上記を

選択した企業を対象に、そこから得ている、あるいは期待される波及効果につい

て尋ねた結果として、「プロジェクト関連の設備投資受注による売上増」が 67％

で最多となっており、大阪湾ベイエリアへの期待の高さがうかがえる結果となっ

ている。 

図表 I-27  大型プロジェクトの進行により期待される大阪・関西における効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料）大阪商工会議所・㈳関西経済連合会「第 31 回経営・経済動向調査」（2008 年 9 月 25 日）より抜粋 

（注釈）大阪商工会議所・関西経済連合会の会員企業のうち543社回答結果による（有効回答率：２８．７％ ）。調査時

期平成２０年８月２６日～９月５日 

地域経済への波及効果が大きいプロジェクト

「大阪湾岸地域における工場の新設」から得ている／期待される波及効果

67.6

33.7

16.8

41.0

3.3

16.1

32.2

24.6

7.0

28.6

0.8

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

設備投資受注による売上増

取引増大による売上増

取引を通じた技術力の向上

雇用増による消費拡大

観光客増加による消費拡大

新規企業の進出による産業集積

地域経済活性化に伴う資金需要の増加

人・物流の動きの活性化

自治体の税収増

地域のイメージ向上

その他

無回答

（％）

73.3

49.2

24.9

18.0

8.5

5.3

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

大阪湾岸地域における工場の新設

JR大阪駅北地区の再開発

大阪キタ・ミナミにおける百貨店の増床・開業

新線開通

道路インフラの充実

その他

無回答

（％）
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近年、大阪湾ベイエリアにフラットパネルディスプレイ製造等の大規模立地を

例に、投資、事業活動に伴う経済波及効果をみると、大型設備投資は、その府県

に大きな波及効果をもたらすとともに、府県界をまたがり近畿全体に効果を及ぼ

すことが確認され、大阪湾ベイエリアにおける産業立地は、アンケート結果でみ

た各者の期待に応える結果を導くものと言える。 

効果の地域的な広がりをみても、滋賀県などは、関連産業（製造業）の集積が

厚いため、投資、事業活動の両面において、波及効果が奈良県や和歌山県、福井

県を上回るケースも多く、近畿圏では、効果は臨海部周辺に限られることなく、

内陸地域にまで広く及ぶものと言える。 

 

図表 I-28  大型設備投資による経済波及効果 

   ①初期投資による経済波及効果（生産額、直接＋一次・二次波及） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

②製品出荷による経済波及効果（生産額、直接＋一次・二次波及） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（資料）（財）関西社会経済研究所 「大阪湾岸大型設備投資の経済波及効果」（2008 年 7 月）より抜粋 

 

 


